
ご近所の底力再生事業助成金交付要綱を次のように定める。 

  平成１８年３月２９日 

大分市長 釘 宮  磐    

 

ご近所の底力再生事業助成金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市長が別に定める自治区（以下「自治区」という。）にお

いて地域コミュニティの再生及び住民による地域の様々な課題の解決を図る

ための事業に対するご近所の底力再生事業助成金（以下「助成金」という。）

の交付に関し、大分市補助金等交付規則（昭和４９年大分市規則第５６号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において「自治会」とは、自治区において当該自治区の大多

数の住民が参加して任意に結成した団体をいう。 

 

 （助成対象事業等） 

第３条 市長は、次に掲げる事業（以下「助成対象事業」という。）を実施する



自治会又は複数の自治会で組織する団体（以下「自治会等」という。）に対し

適当であると認めるときは、予算の範囲内で助成金を交付する。ただし、そ

の目的が娯楽、懇親、遊興等と認められる事業を除く。 

 ⑴ 地域の安全を守る事業 

 ⑵ 青少年の健全育成に関する事業 

 ⑶ 地域福祉の向上に関する事業 

 ⑷ 世代間の交流の促進に関する事業 

 ⑸ 地域の環境の美化又は保全に関する事業 

 ⑹ 地域の活力の向上に関する事業 

 ⑺ その他地域コミュニティの再生に寄与する事業 

２ 前項の規定にかかわらず、市の助成を受けて既に実施している事業又は実

施予定の事業は、助成対象事業としない。 

３ 自治会等は、助成金を受けて助成対象事業を行う場合は、当該自治区内の

住民が参加するよう努めるものとする。 

 

 （助成額等） 

第４条 助成金の額は、助成対象事業に要する経費(以下「助成対象経費」とい

う。）とし、その限度額は、別表のとおりとする。 



２ 助成対象経費は、材料費、印刷代、会場料、借上料、消耗品代等の助成対

象事業に直接要する経費（人件費を除く。）及び市長が特に必要と認める経費

とする。 

 

 （交付の申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、ご近所の底力再

生事業助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市長に

提出しなければならない。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 収支予算書 

 ⑶ 連名書（複数の自治会で組織する団体が申請する場合に限る。） 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

 

 （交付申請の限度） 

第６条 助成金の交付申請（以下「交付申請」という。）は、一つの自治会につ

き、同一会計年度において一回を限度として行うことが出来るものとする。

この場合において、複数の自治会で組織する団体が交付申請を行った場合は、

当該団体を組織する自治会それぞれにつき１回の交付申請が行われたものと



みなす。 

 

 （交付決定） 

第７条 規則第５条の規定による交付決定通知は、ご近所の底力再生事業助成

金交付決定通知書（様式第２号）により行う。 

 

 （概算交付） 

第８条 規則第１１条ただし書きによる概算交付は、ご近所底力再生事業助成

金概算交付通知書（様式第３号）により行う。 

 

 （実績報告） 

第９条 規則第９条の規定による実績報告は、ご近所の底力再生事業実績報告

書（様式第４号）に次に掲げる書類を添付し、事業終了後速やかに市長に提

出しなければならない。 

 ⑴ 事業報告書 

 ⑵ 収支決算書 

 ⑶ 領収書の写し等 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 



 

 （額の確定） 

第１０条 規則第１０条の規定による交付確定通知は、ご近所の底力再生事業

助成金交付確定通知書（様式第５号）により行う。 

 

 （関係書類の保存期間） 

第１１条 規則第１３条の規定により整備した助成対象事業に係る経費の収支

を明らかにした書類及び帳簿の保存期間は、助成対象事業完了年度から５年

間とする。 

 

 （担当部署） 

第１２条 助成金に関する事務は、本庁管内については市民部市民協働推進課

が、支所管内においては管轄する支所において行う。 

 

 （関係部署の協力） 

第１３条 助成対象事業の実施について、関係する部署は積極的に協力すると

ともに、事業実施の段階又は終了後において発生した問題等については、助

成対象事業の事務担当部署と連携を図りながら責任を持って対処しなければ



ならない。 

 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年６月１０日から施行する。 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年７月４日から施行し、同年４月１日以後に実施する

助成対象事業について適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に提出されている改正前のご近所の底力再生事業

助成金交付要綱（以下「改正前の要綱」という。）様式第１号によるご近所の



底力再生事業助成金交付申請書（以下「申請書」という。）及び様式第４号に

よるご近所の底力再生事業実績報告書（以下「実績報告書」という。）は、改

正後のご近所の底力再生事業助成金交付要綱様式第１号による申請書及び様

式第４号による実績報告書とみなす。 

３ この要綱の施行の際、改正前の要綱に規定する様式の用紙で現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 



別表 

助成対象世帯数 助成限度額（円） 

１～  ３０世帯まで ３０，０００ 

３１～  ５０世帯まで ３５，０００ 

５１～ １００世帯まで ４０，０００ 

１０１～ １５０世帯まで ４５，０００ 

１５１～ ２００世帯まで ５０，０００ 

２０１～ ２５０世帯まで ５５，０００ 

２５１～ ３００世帯まで ６０，０００ 

３０１～ ３５０世帯まで ６５，０００ 

３５１～ ４００世帯まで ７０，０００ 

４０１～ ４５０世帯まで ７５，０００ 

４５１～ ５００世帯まで ８０，０００ 

５０１～ ５５０世帯まで ８５，０００ 

５５１～ ６００世帯まで ９０，０００ 

６０１～ ６５０世帯まで ９５，０００ 

６５１～ ７００世帯まで １００，０００ 

７０１～ ７５０世帯まで １０５，０００ 

７５１～ ８００世帯まで １１０，０００ 

８０１～ ８５０世帯まで １１５，０００ 

８５１～ ９００世帯まで １２０，０００ 

９０１～ ９５０世帯まで １２５，０００ 

９５１～１０００世帯まで １３０，０００ 

１００１～１０５０世帯まで １３５，０００ 

１０５１～１１００世帯まで １４０，０００ 

１１０１～１１５０世帯まで １４５，０００ 

１１５１～１２００世帯まで １５０，０００ 

１２０１～１２５０世帯まで １５５，０００ 

１２５１～１３００世帯まで １６０，０００ 

１３０１～１３５０世帯まで １６５，０００ 

１３５１～１４００世帯まで １７０，０００ 

１４０１～１４５０世帯まで １７５，０００ 

１４５１～１５００世帯まで １８０，０００ 

１５０１～１５５０世帯まで １８５，０００ 

１５５１～１６００世帯まで １９０，０００ 

１６０１～１６５０世帯まで １９５，０００ 

１６５１～１７００世帯まで ２００，０００ 

１７０１～１７５０世帯まで ２０５，０００ 

１７５１～１８００世帯まで ２１０，０００ 

１８０１～１８５０世帯まで ２１５，０００ 

１８５１～１９００世帯まで ２２０，０００ 

１９０１～１９５０世帯まで ２２５，０００ 

１９５１～２０００世帯まで ２３０，０００ 

※2,000世帯を超える場合は、５０世帯ごとに 5,000円を加算するものと 

する。 

※助成対象世帯数は、事業実施年度の前年度１月末現在の自治委員世帯数 

報告による世帯数とする。 

※複数の自治会で組織する団体が事業を実施する場合の助成限度額は、当該団

体を組織するそれぞれの自治会の助成対象世帯数に対応する助成限度額を合

算した額とする。 


